
中小企業ニュース

弁護士法人 名古屋北法律事務所

今月のテーマ

インターネット上での誹謗中傷のターゲットになる

のは著名人だけではありません。ときには中小企

業がターゲットになることもあり、注意が必要です。

○発信者情報の開示にはタイムリミットがあ

る！？

実は、誹謗中傷の投稿をした人物を特定するた

めの発信者情報の開示には、多くの場合タイムリ

ミットがあります。ログの保存期間との兼ね合いで、

誹謗中傷の書き込みがされてから、早いと２週間

以内には行動が求められる場合もあり、早急な対

応が要請されることも珍しくありません。

〇誹謗中傷されてしまったら？

ネット上で自社が誹謗中傷されている！となった

場合、以下のような対応が考えられます。

１ 証拠の保全

該当の書き込みが消えてしまうと、その後の対応

が限られてしまいます。まずは、書き込みの「日

時」、「内容」、「アカウント名」、「ＵＲＬ」といった情

報をスクリーンショットなどで鮮明に保存しましょう。

２ 投稿（書き込み）の削除“依頼”

書き込みによって自社イメージを傷つけられな

いよう、書き込みの削除に動きましょう。サイトやＳ

ＮＳの管理者、または、専用のサイト通報窓口へ

「削除依頼」をすることで、削除してもらえる場合が

あります。

サイトによっては、裁判所での

手続を経なければ削除に応じて

くれないところもあります。

３ 投稿者の特定・発信者情報の開示請求

投稿者へ損害賠償請求をするため、書き込みを

したその人物を特定します。サイトやＳＮＳからＩＰ

アドレスなどの情報を入手し、それを基に、通信会

社などにその情報を提供して投稿者の氏名や住

所を特定してもらう必要があります。

任意に開示してもらえることは少なく、裁判所へ

発信者情報開示請求を行う必要があります。

４ 警察への被害の届出・告訴

警察へ被害届や告訴状を提出して、警察による

対応を要請しましょう。ただし、事案によって対応

が異なるようです。

対応に困った場合、当事務所でもご相談に応じ

ることができます。お気軽にご相談ください。

インターネット上での企業への誹謗中傷と対応 弁護士 村上 光平
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数年前から推進されている働き方改革の一つと

して時間外労働の規制を設ける法改正が２０１９年

に導入されました。

使用者が労働者に対して、所定労働時間を超え

て労働をさせようとする場合には、残業を命じるこ

とになり、そのためには労働基準法３６条に定めら

れた労使協定を結ばなければなりません。この点

は、法改正前から変わっていません。

  法改正前は、３６協定を結んでいた場合に残業

時間の上限規制がありませんでした。そのため、

長時間労働により心身の疾患を患ったり、最悪の

場合には過労死に至る事例がありました。こうした

状況を改革するために、残業時間の上限が設けら

れました。

法改正により、残業時間の上限は原則として月４

５時間、年３６０時間と定められました（一部例外あ

り）。

但し、法改正後も、建設業や自動車運送業など

の一部の業種については、残業時間の上限規制

の適用が５年間猶予されていましたが、これらの業

種にも２０２４年から残業の上限規制が適用される

ことになりました。これが、いわゆる２０２４年問題と

いわれているものです。

３６協定の締結や、残業時間管理など、おろそか

になりがちですが、放っておくと、会社の信頼を失

うことにもなりかねません。専門家への相談も含め

て、定期的にチェックすることが大切です。

コラム ～２０２４年問題～ 弁護士 加藤悠史

当法人が２０１４年１月に支店としてちくさ事務所を開設し、

今年で１０周年となりました。１１月８日、今池ガスビルのガス燈

において１０周年「感謝のつどい」を開催いたしました。多くの

方に支えられ、期待されていることを改めて実感し、感謝の気

持ちを新たにしました。今後も、皆さまの期待に応えられるよう

に、更なるサービス向上に力を入れていきたいと考えていま

す。

初回法律相談無料。まずは、お気軽にご相談ください。

事務所からのご案内 ～ちくさ事務所１０周年～
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